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六
年
余
の
歳
月
を
費
や
し
て
復
元
さ
れ
、
一
九
九
二
年
十
一
月
三
日
か
ら
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
首
里
城
正
殿
は
、
琉
球
建
築
を
代

表
す
る
建
造
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
建
築
躯
体
の
構
造
や
様
式
は
も
と
よ
り
屋
根
瓦
や
彫
刻
類
、
彩
色
な
ど
を
含
む
そ
の
全
体
構
成
は

琉
球
の
建
築
技
術
、
美
術
工
芸
様
式
の
粋
を
あ
つ
め
た
も
の
で
あ
り
、
施
設
の
用
途
・
機
能
の
面
か
ら
も
格
別
な
造
作
で
あ
っ
た
。

沖
縄
戦
で
焼
失
し
た
こ
の
文
化
遺
産
を
復
元
す
る
に
当
た
り
、
十
八
世
紀
以
後
の
往
時
の
正
殿
に
可
能
な
限
り
近
い
も
の
を
目
指
す

こ
と
が
確
認
ざ
れ
煙
・
焼
失
直
前
の
古
色
蒼
然
た
る
老
朽
化
し
た
正
殿
で
は
な
く
、
琉
球
王
国
の
司
令
塔
と
し
て
機
能
し
て
い
た
頃
の

正
殿
を
甦
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
復
元
作
業
に
当
た
っ
て
は
設
計
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
膨
大
な
諸
資
料
を

丹
念
に
解
析
し
た
う
え
で
設
計
・
施
工
が
図
ら
れ
た
。
解
析
結
果
の
概
要
は
「
首
里
城
正
殿
基
本
設
計
報
告
書
』
（
沖
縄
総
合
事
務
局

開
発
建
設
部
、
’
九
八
七
年
一
一
一
月
）
、
「
同
予
備
設
計
報
告
書
」
（
沖
縄
総
合
事
務
局
国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所
、
’
九
八
八
年
三

月
）
、
「
同
実
施
設
計
報
告
書
」
（
同
、
一
九
八
九
年
三
月
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
設
計
・
施
工
の
全
体
的
な
総
括
は
「
国

営
沖
縄
記
念
公
園
首
里
城
地
区
建
設
の
記
録
」
（
沖
縄
総
合
事
務
局
国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所
、
一
九
九
四
年
三
月
）
や
「
同
設
計

の
記
録
」
（
同
、
一
九
九
五
年
三
月
）
に
、
設
計
委
員
会
に
お
け
る
討
議
に
つ
い
て
は
「
首
里
城
正
殿
設
計
委
員
会
議
事
録
集
』
（
同
、

一
九
九
四
年
三
月
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
一
般
に
入
手
し
や
す
い
文
献
と
し
て
は
「
琉
球
王
府
首
里
鐘
」
が
あ
り
、
そ
の
中

首
里
城
正
殿
の
大
庫
理
御
差
床
高
欄
の
復
元
を
め
ぐ
る
問
題
点

は
じ
め
に

高
良
倉
吉
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壊
、
改
変
を
被
る
こ
と
と
な
（（
０
）

か
つ
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

正
殿
（
古
称
「
百
浦
添
御
殿
」
、
単
に
百
浦
添
・
唐
玻
豊
と
略
称
さ
れ
る
こ
と
も
）
の
一
階
（
古
称
「
下
庫
理
」
）
と
二
階
（
古
称

「
大
庫
理
」
）
の
二
箇
所
に
宝
座
「
御
差
床
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
文
献
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
御
差
床
の
規
模
・

形
態
を
伝
え
る
明
確
な
絵
図
資
料
は
従
来
知
ら
れ
て
な
く
、
ま
た
、
焼
失
以
前
の
正
殿
を
と
ら
え
た
写
真
の
中
で
正
殿
内
部
を
写
し
た

も
の
も
限
ら
れ
て
お
り
、
特
に
御
差
床
を
撮
っ
た
写
真
は
一
枚
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
一
九
二
八
年
（
昭
和
一
一
一
）
’
三
三
年
に
か
け
て

行
わ
れ
た
解
体
修
理
の
際
に
作
成
さ
れ
た
図
面
「
国
宝
建
造
物
沖
縄
神
社
拝
殿
図
」
（
文
化
庁
蔵
）
に
は
、
御
差
床
の
位
置
を
想
像
さ

せ
る
手
が
か
り
は
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
規
模
・
形
態
が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
琉
球
処
分
二
八
七
九
年
Ⅱ
明
治
十
二
）
直
後
に
首
里
城
は
接
収
ざ
れ
熊
本
鎮
台
沖
縄
分
遣
隊
の
駐
屯
所
に
転
用

（
３
）

さ
れ
、
一
八
九
五
年
（
明
治
二
十
九
）
に
分
遣
隊
が
引
き
揚
げ
る
ま
で
の
一
七
年
間
、
正
殿
を
は
じ
め
と
す
る
城
内
施
設
は
各
所
で
破

壊
、
改
変
を
被
る
こ
と
と
な
っ
た
。
御
差
床
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
撤
去
・
解
体
さ
れ
た
た
め
に
、
写
真
に
撮
ら
れ
る
機
会
が
な

で
正
殿
に
つ
い
て
は
特
に
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
建
築
上
の
特
徴
が
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
正
殿
の
復
元
に
お
い
て
最
終
段
階
ま
で
難
渋
し
た
問
題
の
一
つ
に
、
外
面
の
丸
柱
・
壁
の
彩
色
を
ど
う
決
め
る
か
と
い

う
点
、
二
階
中
央
に
位
置
す
る
宝
座
（
「
御
差
床
」
）
の
高
欄
周
り
の
柱
の
形
状
を
ど
う
決
め
る
か
と
い
う
点
、
こ
の
二
点
の
難
問
が

あ
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
中
か
ら
二
階
御
差
床
の
高
欄
を
め
ぐ
る
論
点
を
採
り
上
げ
、
復
元
の
経
緯
・
問
題
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

こ
れ
を
記
す
こ
と
は
正
殿
の
復
元
に
深
く
係
わ
っ
た
者
の
責
務
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

『
寸
法
記
」
の
御
差
床
の
図

2６



御
差
床
の
規
模
・
形
態
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
正
殿
復
元
の
明
快
な
根
拠
資
料
と
な
っ
た
「
百
浦
添
御
殿
普
請
付
御
絵
図
井
御
材

木
寸
法
記
』
（
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
蔵
。
以
下
、
「
寸
法
記
』
と
略
称
）
で
あ
っ
た
。
乾
隆
三
十
三
年
戊
子
二
七
六
八
）
に
行
わ
れ
た

正
殿
重
修
の
記
録
で
あ
る
「
寸
法
記
』
の
中
に
は
御
差
床
に
関
す
る
決
定
的
と
も
い
え
る
記
述
が
登
場
す
る
。
「
下
庫
理
差
図
」
二
階

平
面
図
）
に
は
御
差
床
と
そ
の
左
右
に
配
さ
れ
た
「
平
御
差
床
」
の
位
置
が
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
二
階
差
図
」
（
二
階
平
面
図
）

に
も
御
差
床
の
位
置
が
描
か
れ
て
お
り
、
御
差
床
の
後
ろ
に
「
御
床
」
が
存
在
す
る
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
御
差
床

之
図
」
は
下
庫
理
御
差
床
の
寸
法
と
仕
様
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
精
度
の
高
い
情
報
が
示
さ
れ
て
い
る
。

大
庫
理
御
差
床
の
寸
法
・
仕
様
を
示
す
の
が
「
大
庫
理
御
差
床
真
正
面
之
図
」
と
「
同
御
側
之
図
」
で
あ
り
、
本
稿
に
は
正
面
図
に

相
当
す
る
「
大
庫
理
御
差
床
真
正
面
之
図
」
（
図
１
）
を
掲
げ
た
。
図
１
に
は
左
記
の
記
述
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
引
用
し
て
お

相
当
す
る

き
た
い
。

③
地
ふ
く
長
壱
丈
三
尺
幅
六
寸
厚
囚
寸
五
分
真
ぬ
り
沈
金

⑨
木
重
長
壱
丈
三
尺
幅
壱
尺
厚
三
寸
五
分
真
ぬ
り

⑦
龍
柱
長
三
尺
弐
寸
金
磨

①
柱
桐
油
朱
ぬ
り
金
龍
五
色
雲
之
絵

②
柱
桐
油
朱
ぬ
り
金
龍
五
色
雲

③
彫
物
額
木
長
壱
丈
七
尺
五
寸
幅
壱
尺
三
寸
厚
壱
尺
弐
寸
金
龍
五
色
之
雲

④
布
板
長
壱
尺
九
寸
幅
七
寸
厚
弐
寸
彫
物
絵
有
ル

⑤
き
ざ
ミ
柱
高
九
寸
幅
六
寸
五
分
厚
四
寸
三
分
真
塗

⑥
志
ま
こ
柱
長
壱
尺
三
寸
八
分
幅
五
寸
五
分
厚
四
寸
沈
金
右
同
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図１．大庫理御差床真正面之図（｢寸法記』）
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⑭
柱
桐
油
朱
塗
一
一
金
龍
五
色
之
雲
絵

⑮
き
ざ
ミ
柱
高
九
寸
幅
六
寸
五
分
厚
四
寸
三
分
真
ぬ
り

⑯
布
板
長
壱
尺
九
寸
幅
七
寸
厚
弐
寸
彫
物
絵
有
ル

⑰
地
ふ
く
長
七
尺
弐
寸
幅
六
寸
厚
四
寸
五
分
真
ぬ
り
沈
金

⑱
木
重
長
七
尺
弐
寸
幅
壱
尺
厚
三
寸
五
分
真
ぬ
り

⑲
木
重
長
七
尺
弐
寸
幅
壱
尺
厚
三
寸
五
分
右
同

⑳
蘭
干
柱
長
壱
尺
六
寸
八
分
幅
七
寸
厚
四
寸
右
同

⑪
志
ま
こ
性
長
壱
尺
三
寸
八
分
幅
五
寸
五
分
厚
四
寸
右
同

⑳
ふ
く
木
長
七
尺
弐
寸
幅
三
寸
五
分
厚
三
寸
真
ぬ
り
沈
金

⑳
ひ
ら
げ
た
長
七
尺
弐
寸
幅
三
寸
五
分
厚
三
寸
右
同

右
に
紹
介
し
た
二
点
の
図
に
記
載
さ
れ
た
情
報
を
整
理
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
覧
す
る
と
大
庫
理
御
差
床
の
規
模
・

形
態
・
加
飾
を
概
観
で
き
る
。

き
た
い
。

⑩
木
重
長
壱
丈
三
尺
幅
壱
尺
厚
三
寸
五
分
右
同

⑪
ふ
く
木
長
四
尺
六
寸
幅
三
寸
五
分
厚
一
一
一
寸
真
塗
沈
金

⑫
ひ
ら
げ
た
長
四
尺
六
寸
幅
三
寸
五
分
厚
三
寸
右
同

⑬
蘭
干
柱
長
壱
尺
六
寸
八
分
幅
七
寸
厚
四
寸
右
同

大
庫
理
御
差
床
の
側
面
を
描
い
た
も
の
が
「
同
御
側
之
図
」
で
あ
り
、
念
の
た
め
に
同
図
に
記
述
さ
れ
て
い
る
情
報
も
紹
介
し
て
お
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表１「寸法記」所載図による大庫理御差床高欄の部位寸法と加飾

－３０－

部位名 長・高 幅 厚 加 飾

正
面

柱

彫物額木

布板

きざミ柱

志まこ柱

龍柱

地ふく

木重

ふく木

ひらげた

蘭干柱

1丈７尺５寸

1尺９寸

9寸

1尺３寸８分

3尺２寸

1丈３尺

1丈３尺

４尺６寸

4尺６寸

1尺６寸８分

1尺３寸

7寸

6寸５分

5寸５分

6寸

１尺

３寸５分

３寸５分

７寸

1尺２寸

2寸

4寸３分

4寸

4寸５分

3寸５分

３寸

３寸

４寸

桐油朱塗り、金龍五色之雲

金龍五色之雲

彫物絵

真塗り

真塗り沈金

金磨

真塗り沈金

真塗り

真塗り沈金

真塗り沈金

真塗り沈金

側
面

柱

きざミ柱

布板

地ふく

木重

蘭干柱

志まこ柱

ふく木

ひらげた

９寸

１尺９寸

７尺２寸

７尺２寸

1尺６寸８分

1尺３寸８分

7尺２寸

７尺２寸

６寸５分

７寸

６寸

１尺

７寸

5寸５分

3寸５分

3寸５分

４寸３分

2寸

４寸５分

３寸５分

4寸

4寸

3寸

3寸

桐油朱塗り、金龍五色之雲

真塗り

彫物絵

真塗り沈金

真塗り

真塗り

真塗り

真塗り沈金

真塗り沈金



か
れ
る
（
①
夙
豊
⑭
）
。

雲
」
）
、
レ
リ
ー
フ
状
』

が
取
り
巻
い
て
お
り
、

（
羽
目
板
）
が
あ
り
、

れ
て
い
た
（
の
声
⑯
）
。

「
布
板
」
の
上
部
と
下
部
は
「
木
重
」
と
称
す
る
板
材
を
重
ね
合
わ
せ
る
造
作
と
な
っ
て
い
た
（
⑨
⑩
⑱
⑲
）
。
上
下
部
「
木
重
」

と
左
右
の
「
布
板
」
の
作
る
間
が
「
き
ざ
ミ
柱
」
で
あ
り
、
正
面
に
五
本
、
側
面
に
四
本
見
え
る
（
⑤
⑩
）
。
上
部
「
木
重
」
の
上
が

「
地
ふ
く
」
で
あ
り
（
③
⑰
）
、
そ
の
「
地
ふ
く
」
の
上
に
「
龍
柱
」
（
⑦
）
、
「
蘭
干
柱
」
（
③
⑳
）
、
「
志
ま
こ
柱
」
（
⑥
⑪
）
の
三
タ
イ

プ
の
柱
が
載
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

「
蘭
干
柱
」
の
頂
部
は
擬
宝
珠
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
柱
の
左
右
に
は
上
部
に
「
ふ
く
木
」
（
⑪
⑳
）
が
、
下
部
に
は
「
ひ
ら
げ
た
」

（
⑫
⑳
）
と
称
す
る
横
木
が
取
り
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
蘭
干
柱
」
と
「
ふ
く
木
」
「
ひ
ら
げ
た
」
の
構
成
を
補
強
す
る
も
の
と
し

て
「
志
ま
一
」
柱
」
（
⑥
⑳
）
が
置
か
れ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
寸
法
記
」
が
掲
示
す
る
二
点
の
図
は
大
庫
理
御
差
床
の
構
成
を
詳
細
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
価
値
が

高
い
。
し
か
も
、
各
部
位
の
必
要
寸
法
を
記
し
て
お
り
、
大
庫
理
御
差
床
の
復
元
は
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
っ
た
。
加

え
て
こ
の
一
一
点
の
図
に
は
、
「
桐
油
朱
ぬ
り
」
「
金
龍
五
色
之
雲
」
「
彫
物
」
「
真
塗
」
「
沈
金
」
「
金
磨
」
な
ど
彩
色
加
飾
の
技
法
も
明
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
熊
本
鎮
台
沖
縄
分
遣
隊
に
よ
っ
て
撤
去
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
大
庫
理
御
差
床
を
往
時
の
状
態
で
復
元
す
る

こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。

図
１
．
表
１
に
よ
る
と
、
御
差
床
の
左
右
に
二
本
の
丸
柱
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
桐
油
朱
塗
」
の
技
法
で
「
金
龍
五
色
之
雲
」
が
描

れ
る
（
①
②
⑭
）
。
丸
柱
を
繋
ぐ
額
木
は
中
央
に
火
焔
宝
珠
、
左
右
に
龍
、
各
所
に
雲
が
た
な
び
く
装
飾
で
あ
り
（
「
金
龍
五
色
之

」
）
、
レ
リ
ー
フ
状
に
彫
彩
ぎ
れ
て
い
た
（
「
彫
物
」
の
表
現
に
注
意
、
③
）
。
御
差
床
は
床
面
よ
り
高
く
築
か
れ
、
そ
の
周
り
を
高
欄

取
り
巻
い
て
お
り
、
一
見
す
る
と
寺
院
な
ど
に
あ
る
須
弥
壇
を
思
わ
せ
る
。
壇
の
正
面
に
六
枚
、
側
面
に
三
枚
づ
っ
の
「
布
板
」

皿
目
板
）
が
あ
り
、
文
様
は
明
ら
か
に
葡
萄
栗
鼠
文
で
あ
る
。
こ
の
「
布
板
」
の
葡
萄
栗
鼠
も
レ
リ
ー
フ
状
「
彫
物
」
）
に
彫
彩
さ
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復
元
作
業
に
お
い
て
難
渋
し
た
大
庫
理
御
差
床
の
高
欄
周
り
の
柱
の
形
状
問
題
と
は
、
図
１
．
表
１
に
登
場
す
る
「
蘭
干
柱
」
（
親

柱
）
、
「
志
ま
こ
柱
」
（
束
柱
）
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
は
実
施
設
計
図
面
で
は
丸
柱
と
し
て
設
計
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
図
面
に
基
づ
い
て
工
事
施
工
さ
れ
る
段

取
り
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
北
京
の
紫
禁
城
や
ソ
ウ
ル
の
景
福
宮
な
ど
の
宝
座
を
取
り
巻
く
高
欄
は
例
外
な
し
に
角
柱
ま
た

は
丸
柱
で
装
飾
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
日
本
寺
院
の
須
弥
壇
を
飾
る
高
欄
も
基
本
的
に
は
丸
柱
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
国
内
外
に
お

け
る
建
築
上
の
事
例
調
査
に
基
づ
い
て
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
は
丸
柱
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
正
殿
の
復
元
工

事
が
進
捗
す
る
過
程
に
お
い
て
、
工
事
現
場
を
所
轄
す
る
沖
縄
総
合
事
務
局
国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所
の
西
川
情
所
長
、
村
田
昇
太

郎
監
督
官
か
ら
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
の
形
状
に
関
す
る
疑
義
が
出
さ
れ
、
こ
の
問
題
を
今
一
度
検
証
す
る
よ
う
私
に
依
頼
が

あ
っ
た
。
正
殿
復
元
の
時
代
考
証
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
私
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
本
格
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
な

り
、
改
め
て
「
寸
法
記
」
の
記
述
を
読
み
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

『
寸
法
記
』
に
よ
り
「
蘭
干
柱
」
の
長
さ
が
一
尺
六
寸
八
分
、
「
志
ま
こ
柱
」
の
長
さ
が
一
尺
三
寸
八
分
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
た
。

問
題
の
所
在
は
、
「
蘭
干
柱
」
の
幅
七
寸
、
厚
四
寸
、
「
志
ま
こ
柱
」
の
幅
五
寸
五
分
、
厚
囚
寸
と
記
さ
れ
る
点
を
ど
う
理
解
す
る
か
に

あ
る
。
「
額
木
」
「
布
板
」
「
き
ざ
ミ
柱
」
「
地
ふ
く
」
「
木
重
」
「
ふ
く
木
」
「
ひ
ら
げ
た
」
な
ど
は
角
材
、
板
材
状
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
幅
・
厚
寸
法
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
蘭
干
柱
」
や
「
志
ま
こ
柱
」
は
図
１
で
九
柱
状
に
描
か
れ
て
お
り
、

こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
、
復
元
さ
れ
た
正
殿
の
大
庫
理
御
差
床
は
こ
の
二
点
の
図
に
基
づ
い
て
復
元
さ
れ
て
い
る
。

二
高
欄
柱
の
形
状
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右
の
仮
説
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
鎌
倉
芳
太
郎
「
沖
縄
文
化
の
遺
宝
』
（
一
九
八
二
年
、
岩
波
書
店
）
中
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

「
首
里
城
正
殿
国
王
執
政
間
欄
干
黒
塗
沈
金
鉄
線
唐
草
文
」
写
真
（
図
２
）
が
あ
っ
た
。
図
２
は
鎌
倉
の
記
述
に
よ
れ
ば
「
円
覚
寺
保

管
」
の
も
の
で
あ
り
、
首
里
城
正
殿
の
遺
物
が
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
円
覚
寺
に
移
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
国
王
執
政
間
」

は
正
殿
の
下
庫
理
も
し
く
は
大
庫
理
の
御
差
床
周
り
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
二
つ
の
検
討
上
の
条
件
が
浮
か
び
上

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
寸
法

造
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

幅
七
寸
・
厚
四
寸
の
「
蘭
干
柱
」
、
幅
五
寸
五
分
・
厚
四
寸
の
「
志
ま
こ
柱
」
、
こ
の
数
値
を
見
て
私
が
考
え
た
の
は
楕
円
形
状
で

あ
っ
た
。
「
地
ふ
く
」
に
載
る
「
蘭
干
柱
」
の
長
軸
七
寸
、
短
軸
四
寸
、
同
じ
く
「
地
ふ
く
」
に
載
る
「
志
ま
こ
柱
」
の
長
軸
五
寸
五

分
、
短
軸
四
寸
を
建
築
で
い
う
Ｒ
で
描
く
と
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
楕
円
な
の
で
あ
る
。
私
は
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
は

楕
円
形
状
の
柱
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
を
立
て
て
み
た
。

（
５
）

念
の
た
め
に
尚
家
文
書
の
「
百
浦
添
御
普
請
絵
図
帳
』
に
も
当
た
っ
て
み
た
。
こ
の
文
書
は
道
光
二
十
二
年
（
一
八
一
一
一
一
）
～
同
二

十
六
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
正
殿
重
修
時
の
工
事
報
告
で
あ
り
、
そ
の
中
に
「
寸
法
記
』
同
様
に
大
庫
理
御
差
床
の
仕
様
図
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
「
大
庫
理
御
差
床
真
正
面
之
図
」
「
同
御
側
之
図
」
に
、

蘭
干
柱
長
壱
尺
六
寸
八
分
幅
七
寸
厚
四
寸
右
同
〔
「
同
」
は
真
塗
り
沈
金
の
こ
と
〕

志
ま
こ
柱
長
壱
尺
三
寸
八
分
幅
五
寸
五
分
厚
四
寸
右
同
〔
「
同
」
は
真
塗
り
の
こ
と
〕

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
寸
法
記
』
と
全
く
同
じ
寸
法
で
あ
り
、
こ
の
時
の
修
理
の
際
に
も
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
性
」
は
楕
円
形
状
で

し
か
も
「
蘭
干
柱
」
に
は
擬
宝
珠
が
載
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
は
丸
柱
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
丸
柱
で
あ
れ
ば

木
口
の
直
径
寸
法
一
つ
を
記
す
だ
け
で
十
分
な
は
ず
で
あ
り
、
何
故
に
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
は
幅
・
厚
と
い
う
二
つ
の
寸
法
を

記
す
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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が
っ
て
く
る
。
一
つ
は
、
御
差
床
周
り
の
造
作
で
撤
去
・
移
動
が
可

能
な
遺
物
が
図
２
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
二
つ
は
、
そ
の
遺

物
は
「
黒
塗
沈
金
鉄
線
唐
草
文
」
レ
ベ
ル
の
加
飾
が
施
さ
れ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
条
件
を
同
時
に

満
足
き
せ
る
の
は
大
庫
理
の
御
差
床
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
図
２

は
大
庫
理
御
差
床
の
一
部
と
想
定
し
た
。

念
の
た
め
に
「
寸
法
記
」
の
下
庫
理
御
差
床
の
仕
様
記
述
を
見
る

と
、
図
２
を
想
定
で
き
る
部
位
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
「
寸
法
記
」
の
大
庫
理
御
差
床
の
仕
様
を
示
す
図
１
．
表
１

に
は
各
所
に
加
飾
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
図
２
は
や
は
り
大
庫
理
御
差
床
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
沖
縄
文
化
の
遺
宝
』
に
は
他
に
図
２
に
関
連
す
る
二
点
の
写

真
（
そ
の
う
ち
の
一
点
が
図
４
）
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を

総
合
的
に
検
討
す
る
と
、
図
２
は
大
庫
理
御
差
床
の
高
欄
周
り
の
板

材
、
具
体
的
に
は
地
覆
の
天
端
の
一
部
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。

「
寸
法
記
』
に
よ
る
と
「
地
ふ
く
」
は
「
真
ぬ
り
」
（
黒
漆
塗
り
）
で

あ
り
、
そ
の
上
に
「
沈
金
」
で
何
ら
か
の
文
様
が
施
さ
れ
て
い
た
。

文
様
を
鎌
倉
の
い
う
「
鉄
線
唐
草
文
」
と
す
る
と
、
図
２
は
ほ
ぼ
疑

図２．首里城正殿国王執政間欄干黒塗沈金鉄線唐草文

（鎌倉芳太郎「沖縄文化の遺宝』）
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問
な
し
に
大
庫
理
御
差
床
の
地
覆
の
一
部
と
特
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
見
通
し
に
基
づ
い
て
大
庫
理
御
差
床
の
地
覆
は
復
元
さ

で
は
、
図
２
に
見
え
る
楕
円
状
の
痕
跡
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
楕
円
内
部
に
は
方
形
の
穴
が
あ
り
、
上
部
か
ら
取
り
つ

く
あ
る
種
の
造
作
に
対
す
る
接
合
部
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
問
題
の
一
つ
は
、
楕
円
内
部
の
加
飾
と
そ
れ
以
外
の
部
分
の
加
飾
は
と

も
に
真
塗
り
沈
金
「
鉄
線
唐
草
文
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
様
は
異
な
っ
て
お
り
、
時
代
差
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い

点
に
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
て
み
た
。
楕
円
痕
跡
に
取
り
つ
く
の
は
高
欄
の
「
蘭
干
柱
」
ま
た

は
「
志
ま
こ
柱
」
で
あ
り
、
当
初
の
文
様
は
楕
円
状
の
内
部
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
加
飾
を
再
施
工
し
た
際
に

高
欄
の
造
作
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
楕
円
外
の
文
様
だ
け
が
新
た
に
施
き
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
楕
円
内
の
加
飾
が
古

く
、
楕
円
外
の
文
様
は
そ
れ
以
後
の
新
し
い
も
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
見
通
し
の
是
非
は
今
後
漆
芸
史
の
専
門
家
の
目
で
厳
し
く
批
一

郎が写真撮影した図２は高欄を構成する地覆の一部であると推定した。妬
評
し
て
も
ら
い
た
い
が
、
検
討
作
業
の
段
階
に
お
い
て
は
右
の
見
通
し
を
否
定
す
る
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
結
論
一

を
言
う
と
、
琉
球
処
分
後
の
あ
る
時
期
に
正
殿
の
大
庫
理
御
差
床
か
ら
取
り
外
さ
れ
て
円
覚
寺
に
運
ば
れ
た
高
欄
の
う
ち
、
鎌
倉
芳
太

以
上
の
考
察
を
前
提
に
す
る
と
、
図
２
の
楕
円
状
の
痕
跡
に
取
り
つ
く
造
作
は
「
寸
法
記
」
に
い
う
「
蘭
干
柱
」
も
し
く
は
「
志
ま

こ
柱
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
一
」
柱
」
の
木
口
断
面
は
楕
円
形
状
で
あ
っ
た
と
す
る
私
の
仮
説

れ
、
現
に
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
楕
円
の
高
欄
柱
な
ど
類
例
が
な
く
、
し
か
も
様
式
や
収
ま
り
の
面
で
も
そ
の
形
態
は
異
様
で
あ
り
、
楕
円
柱
の
可
能

性
を
想
定
は
し
て
み
た
も
の
の
、
私
に
自
信
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
正
殿
の
復
元
工
事
は
順
調
に
進
ん
で
お
り
、
大
庫

理
御
差
床
の
仕
様
に
つ
い
て
最
終
的
な
結
論
を
出
す
場
面
が
刻
々
と
近
づ
い
て
い
た
。
や
む
な
く
私
は
、
覚
書
の
形
で
検
討
結
果
の
報

こ
柱
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
←

の
妥
当
性
が
再
確
認
で
き
た
。



告
を
復
元
工
事
の
現
場
責
任
者
で
あ
る
国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所
長
宛
に
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
念
の
た
め
に
そ
の
意
見
書
を
こ
こ

で
全
文
引
用
し
て
お
き
た
い
。

「
欄
干
柱
長
壱
尺
六
寸
八
分
幅
七
寸
厚
四
寸
右
同
」
「
し
ま
こ
柱
長
壱
尺
三
寸
八
分
幅
五
寸
五
分
厚
四
寸
沈
金
右
同
」
の
記
述

の
う
ち
「
幅
七
寸
厚
四
寸
」
「
幅
五
寸
五
分
厚
四
寸
」
は
、
同
文
書
の
他
の
用
例
か
ら
角
材
も
し
く
は
楕
円
を
指
し
て
い
る
も
の

と
断
定
で
き
（
材
の
上
下
部
の
区
別
で
な
い
こ
と
は
根
木
口
・
空
木
口
の
用
語
が
あ
る
の
で
除
外
）
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に

つ
い
て
他
の
古
文
書
を
検
討
し
て
み
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
林
政
八
書
に
は
該
当
す
る
記
述
が
な
く
、
ま
た
、
算
法
書
関
係
に
は
予

算
措
置
上
の
材
木
の
坪
数
を
算
出
す
る
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
加
工
材
の
形
状
を
示
す
記
述
は
登
場
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
さ
ら

に
、
貝
摺
奉
行
所
関
係
文
書
に
も
、
ま
た
、
明
治
期
の
旧
慣
用
語
集
に
も
該
当
記
述
は
出
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
手
持

ち
の
関
係
史
料
に
お
い
て
照
会
案
件
を
解
決
す
る
記
述
は
見
出
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

念
の
た
め
、
測
量
技
術
史
等
に
詳
し
い
安
里
進
氏
（
浦
添
市
美
術
館
学
芸
係
長
）
に
も
聞
い
て
み
ま
し
た
が
、
氏
も
該
当
記
述

に
つ
い
て
心
当
た
り
は
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

「
寸
法
記
」
の
｛

県
立
芸
大
所
蔵
の
「
百
》

及
び
「
同
側
面
之
図
」
の
蝿

も
っ
て
回
答
い
た
し
ま
す
。

西
川
〔
清
〕
所
長
殿

平
成
一
一
一
年
九
月
一
三
日

浦
添
市
立
図
書
館
高
良
倉
吉

「
寸
法
記
」
の
字
句
の
解
釈
に
つ
い
て
（
報
告
）

芸
大
所
蔵
の
「
百
浦
添
御
殿
普
請
付
御
絵
図
井
御
材
木
寸
法
記
」
（
乾
隆
三
三
年
）
中
の
「
大
庫
理
御
差
床
真
正
面
之
図
」

同
側
面
之
図
」
の
欄
干
柱
（
親
柱
）
及
び
「
し
こ
ま
柱
」
の
寸
法
記
述
に
つ
い
て
照
会
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
文
書
を
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７６ ４５ ３ ２ １ 以
上
、
古
文
書
側
か
ら
は
有
効
な
解
決
策
が
な
い
旨
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、
小
生
の
意
見
を
参
考
ま

で
に
付
記
し
ま
す
。

二
階
御
差
床
の
仕
様
に
関
し
て
は
「
寸
法
記
』
及
び
尚
家
史
料
の
二
点
し
か
な
い
の
で
、
こ
れ
の
記
述
に
従
う
こ
と
を
基
本

姿
勢
と
す
べ
き
で
あ
る
（
復
元
の
根
拠
の
問
題
）
。

「
沖
縄
文
化
の
遺
宝
」
所
載
の
「
首
里
城
正
殿
国
王
執
政
間
欄
干
黒
塗
沈
金
鉄
線
唐
草
文
」
写
真
は
二
階
御
差
床
の
地
覆
と

断
定
し
て
良
い
か
ど
う
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
が
、
現
時
点
で
は
御
差
床
地
覆
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
正
殿
実
施
設
計
に

お
い
て
も
こ
れ
を
根
拠
に
地
覆
復
元
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
写
真
は
復
元
の
根
拠
と
し
て
既
に
活
用

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
写
真
中
に
示
さ
れ
る
楕
円
形
の
痕
跡
を
何
と
見
る
か
が
必
然
的
に
問
わ
れ
て
く
る
。

「
寸
法
記
』
絵
図
を
見
る
か
ぎ
り
、
欄
干
柱
及
び
「
し
ま
こ
柱
」
は
丸
味
を
帯
び
て
い
る
の
で
、
こ
れ
と
「
沖
縄
文
化
の
遺

宝
』
写
真
を
総
合
す
る
と
、
両
柱
は
楕
円
形
と
推
定
で
き
る
。

と
す
る
と
、
「
寸
法
記
』
の
両
柱
の
幅
・
厚
寸
法
は
、
角
材
の
幅
・
厚
で
は
な
く
、
木
口
の
長
径
と
短
径
、
す
な
わ
ち
楕
円

形
状
を
指
示
し
た
寸
法
と
推
定
で
き
る
。

但
し
、
「
沖
縄
文
化
の
遺
宝
」
所
載
の
尚
純
王
肖
像
な
ど
を
見
る
と
、
親
柱
が
角
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
時
代

差
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

楕
円
形
状
に
と
も
な
う
収
ま
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
間
で
十
分
な
調
整
協
議
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
木
造
部
会
の
責
任
者
で
あ
っ
た
鈴
木
〔
嘉
吉
〕
先
生
、
彩
色
部
会
の
責
任
者
で
あ
っ
た
稲
垣

〔
栄
三
〕
先
生
に
対
す
る
説
明
が
必
要
だ
と
思
う
。

付
記
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私
の
提
案
を
受
け
て
そ
の
後
設
計
委
員
会
の
選
抜
メ
ン
バ
ー
に
よ

る
会
議
が
何
度
か
開
か
れ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
「
蘭
干
柱
」
「
志

ま
こ
柱
」
は
楕
円
形
状
の
方
向
に
傾
い
て
お
り
、
会
議
で
は
「
蘭
干

柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
を
楕
円
で
表
現
し
た
場
合
の
い
く
つ
か
の
パ

タ
ー
ン
を
検
討
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
。
模
型
を
数
種
類
製

作
し
て
収
ま
り
な
ど
実
際
的
な
問
題
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
た
う
え

で
、
特
定
の
仕
様
に
絞
り
込
ん
だ
。

選
抜
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
楕
円
柱
案
と
い
う
決
定
に
基
づ
い
て
、
大

庫
理
御
差
床
の
高
欄
は
前
田
孝
允
氏
に
よ
っ
て
彩
色
加
飾
が
施
さ
れ

た
後
、
現
場
で
組
み
立
て
ら
れ
た
。
｜
股
公
開
を
目
前
に
控
え
た
ぎ

り
ぎ
り
の
場
面
で
の
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
完

成
し
た
の
が
復
元
さ
れ
た
大
庫
理
御
差
床
の
高
欄
柱
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
復
元
後
二
年
ほ
ど
経
っ
た
時
点
で
沖
縄
県
立
芸
術
大

学
蔵
の
鎌
倉
芳
太
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
注
目
す
べ
き
写
真
が
見
つ

か
っ
た
（
図
３
）
。
首
里
城
未
整
備
地
区
の
整
備
方
針
を
検
討
す
る

三
新
発
見
の
写
真

図３．大庫理御差床高欄想定写真（沖縄県立芸術大学蔵）
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た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
資
料
の
調
査
・
収
集
過
程
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
中
の
鎌
倉
撮
影
ガ
ラ
ス
乾
板
群
の
一
番
下
に
埋
も
れ
て
い
た
た
め
に
見
過
ご
さ

れ
て
き
た
一
枚
で
あ
る
。

新
た
に
発
見
さ
れ
た
図
３
を
ど
う
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
大
庫
理
御
差
床
の
高
欄
柱
の

一
部
、
図
２
に
関
連
す
る
写
真
〈
と
想
定
し
た
い
。
鎌
倉
「
沖
縄
文
化
の
遺
宝
』
三
六
一
一
一

ペ
ー
ジ
に
「
首
里
城
正
殿
国
王
執
政
間
黒
塗
沈
金
忍
冬
唐
草
文
」
と
題
さ
れ
た
写
真
（
図

４
）
が
掲
載
き
れ
て
い
る
が
、
そ
の
図
柄
と
図
３
の
横
材
に
加
飾
さ
れ
た
図
柄
は
基
本
的

に
一
致
し
て
い
る
。
図
４
は
「
沖
縄
文
化
の
遺
宝
」
で
図
２
と
関
連
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
写
真
で
あ
り
、
図
２
は
地
覆
の
天
端
、
図
４
は
そ
の
側
面
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
地
覆
復

元
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
４
と
図
３
の
文
様
が
一
致
し

た
と
す
れ
ば
、
図
３
の
横
材
の
う
ち
下
方
は
地
覆
、
上
方
は
平
桁
（
「
ひ
ら
げ
た
」
と
見

る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
図
３
の
縦
に
取
り
つ
く
柱
材
の
う
ち
、

左
手
は
親
柱
（
「
蘭
干
柱
」
）
、
右
手
は
束
柱
（
「
志
ま
こ
性
」
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表

１
で
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
は
正
面
の
み
真
塗
り
沈
金
で
加
飾
き
れ
て
い
る
か
ら
、

図
３
は
高
欄
の
正
面
写
真
と
い
う
こ
と
も
分
か
る
。

つ
ま
り
、
正
殿
か
ら
解
体
・
撤
去
さ
れ
円
覚
寺
に
移
さ
れ
た
大
庫
理
御
差
床
高
欄
の
組

み
立
て
を
撮
っ
た
も
の
が
図
３
で
あ
り
、
図
２
．
図
４
は
鎌
倉
の
関
心
、
す
な
わ
ち
琉
球

漆
芸
史
の
資
料
と
し
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
加
飾
資
料
と
し
て

図４．首里城正殿国王執政間黒塗沈金忍冬唐草文

（鎌倉芳太郎「沖縄文化の遺宝｣）
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鮮
明
な
図
２
・
図
４
の
み
を
鎌
倉
は
「
沖
縄
文
化
の
遺
宝
」
に
掲
載
し
、
図
３
は
除
外
し
て
い
る
。

だ
が
、
図
３
に
は
疑
問
と
さ
れ
る
箇
所
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
図
１
の
「
寸
法
記
」
で
は
「
志
ま
こ
柱
」
は
「
「
ひ
ら
げ
た
」
の

上
に
伸
び
「
ふ
く
木
」
の
下
に
取
り
つ
く
は
ず
で
あ
る
が
、
図
３
で
は
「
ひ
ら
げ
た
」
の
下
で
止
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
図
３
が
大
庫

理
御
差
床
の
正
面
あ
る
い
は
側
面
の
組
み
立
て
を
撮
っ
た
写
真
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
の
向
こ
う
側
は
オ
ー
プ

ン
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
図
３
で
は
内
側
を
隠
す
よ
う
に
壁
の
よ
う
な
造
作
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
壁
材
は

高
欄
の
装
飾
が
沈
金
唐
草
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
加
飾
が
全
く
な
く
、
お
そ
ら
く
円
覚
寺
へ
の
移
設
後
の
後
付
け
の
造
作
と
思
わ
れ
る

の
で
無
視
し
て
よ
い
が
、
「
志
ま
こ
柱
」
の
問
題
は
解
釈
が
む
つ
か
し
い
。
図
１
の
乾
隆
年
間
の
重
修
、
尚
家
文
書
が
伝
え
る
道
光
年

間
の
重
修
で
は
「
志
ま
こ
柱
」
は
「
ひ
ら
げ
た
」
の
上
に
伸
び
「
ふ
く
木
」
に
取
り
つ
く
様
式
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
に
様
式
に
変
化

が
あ
っ
た
た
め
に
図
３
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
と
理
解
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
様
式
に
実
は
変
化
は
な
く
、
円
覚
寺
移
設
後
に

「
志
ま
こ
柱
」
の
「
ひ
ら
げ
た
」
上
部
に
伸
び
た
部
分
は
切
り
取
ら
れ
た
と
解
釈
す
べ
き
な
の
か
、
こ
の
疑
問
は
今
後
の
検
討
に
委
ね

疑
問
を
残
し
な
が
ら
も
、
図
３
を
大
庫
理
御
差
床
の
高
欄
組
み
立
て
と
理
解
し
た
場
合
、
こ
こ
か
ら
深
い
問
題
が
新
た
に
浮
上
し
て

く
る
。
図
３
に
お
い
て
「
蘭
干
柱
」
と
「
志
ま
こ
柱
」
は
同
一
の
形
状
を
呈
し
て
お
り
、
両
柱
の
「
地
ふ
く
」
に
取
り
つ
く
部
位
は
楕

円
を
示
し
、
そ
こ
か
ら
特
異
な
Ｒ
を
描
い
て
円
形
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
両
柱
の
下
は
楕
円
（
楕
円
柱
）

で
、
上
部
に
行
く
に
し
た
が
っ
て
円
（
九
柱
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
様
式
な
の
で
あ
る
。
観
察
さ
れ
る
そ
の
形
状
は
あ
た
か
も
長
靴

状
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
実
に
奇
怪
な
形
を
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

復
元
作
業
時
に
私
が
時
代
考
証
を
担
当
し
た
「
蘭
干
柱
」
「
志
ま
こ
柱
」
は
そ
の
全
身
が
楕
円
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
下
部
が
楕
円
、

上
部
は
円
と
い
う
想
像
も
し
な
か
っ
た
形
状
の
柱
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
寸
法
記
』
が
記
す
両
柱
の
二
つ
の
寸

た
い
。
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結
論
と
し
て
、
私
の
時
代
考
証
は
下
部
に
つ
い
て
は
妥
当
で
あ
っ
た
が
、
上
部
に
つ
い
て
は
見
当
外
れ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

首
里
城
復
元
は
首
里
城
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
の
出
発
点
で
あ
り
、
復
元
は
ひ
と
ま
ず
な
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
今
後
と
も
研

究
・
解
析
の
仕
事
は
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
復
元
作
業
に
と
も
な
う
解
析
過
程
を
報
告
し
、
新
た
に
浮
上
し

て
く
る
疑
問
を
率
直
に
提
示
し
合
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
思
い
つ
き
や
根
拠
の
薄
い
議
論
で
は
な
く
、
深
い
レ
ベ
ル
の
実
証
や
論

（
６
）

理
に
支
え
ら
れ
た
識
毫
輌
を
た
た
か
わ
せ
る
こ
と
が
首
里
城
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
な
段
階
を
迎
え
た
。
本
稿
は
こ
う
し
た
課
題
の
た
め

に
提
出
し
た
私
な
り
の
覚
瞥
で
あ
り
、
こ
れ
を
契
機
に
創
造
的
な
論
議
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

法
は
下
部
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
図
２
の
楕
円
の
痕
跡
は
両
柱
の
下
部
楕
円
切
り
口
が
取
り
つ
い
た
跡
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
◎

〔
注
〕

（
‐
一
首
塁
域
の
復
元
対
象
年
代
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
蘆
塁
鱸
の
復
元
と
そ
の
方
法
ｌ
特
に
復
元
の
年
代
設
定
に
つ
い
て
」
（
「
第
五
圏
中
流
歴
史
関
係

研
討
会
論
文
集
」
、
福
建
教
育
出
版
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。
ま
た
、
復
元
の
経
過
に
つ
い
て
は
福
島
清
「
首
里
城
復
元
設
計
に
つ
い
て
の
雑
感
」

（
「
沖
縄
文
化
研
究
」
二
一
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
２
）
ぎ
よ
う
せ
い
、
’
九
九
三
年
。
こ
の
本
は
総
監
修
・
海
洋
博
覧
会
記
念
公
園
管
理
財
団
、
監
修
・
勝
浦
康
之
／
鈴
木
嘉
吉
と
な
っ
て
い
る
が
、
復

元
さ
れ
た
首
里
城
が
国
営
公
園
で
あ
る
た
め
お
役
所
的
な
形
式
を
整
え
た
ま
で
で
あ
る
。
実
際
は
鈴
木
嘉
吉
先
生
の
助
言
を
得
な
が
ら
、
福
島
清
．

〔
付
記
〕
本
稿
作
成
の
過
程
で
首
里
城
復
元
作
業
の
苦
労
を
と
も
に
し
た
建
築
家
福
島
清
・
平
良
啓
両
氏
に
適
切
な
助
言
を
頂
戴

し
た
。
ま
た
、
首
里
城
研
究
会
（
池
宮
正
治
会
長
）
の
例
会
で
本
稿
の
骨
子
を
報
告
し
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を
得
た
。
記
し

て
感
謝
の
念
を
表
し
た
い
。
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（
３
）
熊
本
鎮
台
沖
縄
分
遣
隊
の
駐
屯
か
ら
引
き
揚
げ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
原
剛
「
明
治
初
期
の
沖
縄
の
兵
備
－
ｌ
琉
球
処
分
に
伴
う
陸
軍
分
遣

隊
の
派
遣
」
（
「
政
治
経
済
史
学
」
三
一
七
号
、
’
九
九
二
年
）
が
詳
し
い
。

（
４
）
正
殿
内
部
写
真
は
皆
無
な
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
昭
和
の
解
体
修
理
時
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
が
数
点
あ
り
、
そ
の
中
の
一
枚
は
大
庫
理
御
差
床

左
右
の
丸
柱
付
近
を
と
ら
え
て
お
り
、
柱
面
に
雲
型
彩
色
の
痕
跡
が
鮮
や
か
に
写
っ
て
い
る
。

（
５
）
尚
家
文
書
中
に
は
首
里
城
正
殿
の
重
修
に
係
わ
る
文
書
が
あ
る
。
「
百
浦
添
御
殿
御
普
請
日
記
」
（
乾
隆
二
十
二
年
）
、
「
百
浦
添
御
普
請
日
記
」

（
同
二
十
二
～
二
十
六
年
）
、
「
百
浦
添
御
普
請
日
記
・
当
方
」
（
同
二
十
六
年
）
、
「
百
浦
添
御
普
請
絵
図
帳
」
（
同
年
）
の
四
冊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

文
書
は
公
開
し
な
い
と
い
う
条
件
で
所
蔵
者
の
尚
裕
氏
か
ら
複
製
本
が
高
良
に
預
け
ら
れ
、
復
元
過
程
で
重
要
な
根
拠
資
料
と
な
っ
た
。
周
知
の
よ

う
に
、
尚
家
文
書
は
一
九
九
五
年
九
月
、
尚
家
財
団
か
ら
那
覇
市
に
寄
贈
き
れ
い
よ
い
よ
公
開
の
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
６
）
復
元
さ
れ
た
首
里
城
正
殿
に
つ
い
て
事
実
誤
認
を
指
摘
す
る
声
が
出
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
根
拠
薄
弱
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
正
殿
正
面
階
段
の

登
り
口
に
建
つ
一
対
の
大
龍
柱
は
正
面
を
向
く
の
が
正
し
い
と
す
る
意
見
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
向
き
合
う
の
が
正
し
い
。
そ
の
史
料
的
根
拠
に
つ
い

て
は
拙
稿
「
首
里
城
正
殿
の
大
龍
柱
の
向
き
に
関
す
る
覚
書
」
舍
首
里
城
研
究
」
一
号
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

平
良
啓
・
宮
城
栄
治
・
高
良
な
ど
復
元
作
業
の
解
析
チ
ー
ム
が
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
企
画
・
編
集
を
担
当
し
、
碧
水
社
の
清
水
淳
郎
氏
を
中
心
と
す

る
編
集
チ
ー
ム
の
尽
力
に
よ
っ
て
完
成
し
た
。
わ
が
国
に
お
け
る
「
規
制
緩
和
」
問
題
は
こ
う
し
た
知
的
・
文
化
的
分
野
に
も
ま
だ
色
濃
く
残
っ
て

い
る
と
一
一
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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